
該当団体数179 179 179 170 106 4 89 69 42 139 164 114 2 4 20 20 71 31 96 7 1 1 17 17

北海道 札幌市
札幌市教育委員会学校教育部教
育推進課学事係 011-211-3851 kyoiku-suishin@city.sapporo.jp

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/syugaku
enjyo.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 函館市
函館市教育委員会学校教育部保
健給食課 0138-21-3547

hokenkyushoku@city.hakodate.hok
kaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校事務職員向け説明会を実施 ○

北海道 小樽市
小樽市教育委員会教育部学校教
育支援室教育推進グループ 0134-32-4111　内線526 gakko-kyoiku@city.otaru.lg.jp

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/kyoiku/gakko_kyoiku/shug
akuenjo/ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 旭川市 学校教育部学務課 0166-25-9117 gakumu@city.asahikawa.lg.jp http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各学校で全児童生徒もしくは保護者に申請書を配布時，制度案内
も合わせて配付している。

北海道 室蘭市 室蘭市教育委員会学校教育課 0143-22-5055 gakkou-kyouiku@city.muroran.lg.jp http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9200/enzyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 釧路市
釧路市教育委員会　学校教育課
学校教育担当 0154-23-5186 ga-gakkoukyouiku@city.kushiro.lg.jp

http://www.city.kushiro.lg.jp/kyouiku/kyouiku/enjo/0001.ht
ml ○ ○ ○ ○

北海道 帯広市 帯広市教育委員会　学校教育課 0155-65-4203
school_educate@city.obihiro.hokkai
do.jp

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/gakk
oukyouikuka/a310301shugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○

小学校入学前に実施する体験入学時に制度に関する書類を学校
を通して配布 ○

・準要保護認定者に対しては、毎年２月末頃次年度の申請書を郵
送。
・教育委員会でのみ受付を行っているので、新規申込者は教育委
員会に来庁してもらい、その場で申請書を記入している。
・ホームページからも申請書をダウンロードできる

北海道 北見市
北見市教育委員会学校教育部学
校教育課 0157-33-1748 gakukyoiku@city.kitami.lg.jp http://www.city.kitami.lg.jp/docs/3405/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 夕張市 夕張市教育委員会 0123-52-3166 ybrkso@city.yubari.lg.jp https://www.city.yubari.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 岩見沢市 教育部学校教育課学校教育係 0126-35-5125 gakkyo@i-hamanasu.jp
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/index.php/menu-list-
citizen ○ ○ ○ ○ ○

北海道 網走市
網走市教育員会学校教育課学務
係 0152-44-6111

ZUSR-KI-GAKKO-
GAKUMU@city.abashiri.hokkaido.jp http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 留萌市 教育委員会学校教育課学務係 0164-42-3006 gakkoukyouiku@e-rumoi.jp http://e-rumoi.jp/gakkoukyouiku/shuugakuennjo.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 苫小牧市
苫小牧市教育委員会学校教育課
学務係 0144-32-6742

gakko-
kyoiku@city.tomakomai.hokkaido.jp http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 稚内市
教育委員会学校教育課学校教育
グループ 0162-23-6519 gakkou@city.wakkanai.lg.jp

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kyoiku/gakkoshugakus
hien/syugakutetsudukisien/syugakuenzyo.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 美唄市
美唄市教育委員会学務課学校教
育係 0126-62-3146 gakumu@city.bibai.lg.jp

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/20150709000
66/

https://www.facebook.com
/pages/%E7%BE%8E%E5%9
4%84%E5%B8%82/4595061
44129986 ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断時に保護者へ制度を説明 ○ 教育委員会で全児童生徒もしくは保護者にお知らせ文書を配布

北海道 芦別市
芦別市教育委員会　学務課学校
教育係 0124-22-2111 gakumu@city.ashibetsu.lg.jp

http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/educ_gakumu/gakumu
/gakkou.html ○ ○ ○ 新入学指定通知送付時に同封している。 ○

北海道 江別市 学校教育課学校教育係 011-381-1058 gakkoukyouikuka@city.ebetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 赤平市 学校教育課　学校教育係 0125-32-1822 gakko@city.akabira.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 紋別市 紋別市教育委員会学務課学務係 0158-24-2111 gakumu@city.mombetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 士別市 教育委員会学校教育課 0165-23-3121 gakkoh@city.shibetsu.lg.jp http://www.city.shibetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 名寄市
教育部　学校教育課　学校教育
係 01654-3-2111 nayoro@city.nayoro.lg.jp http://www.city.nayoro.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 三笠市
教育委員会学校教育課学校教育
係 01267-2-2197

gakkoukyouiku@city.mikasa.hokkaid
o.jp

http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/education/detail/000011
69.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 根室市
根室市教育委員会教育総務課学
校教育担当

0153-23-6111（内線
2414）

kyo-
soumu@city.nemuro.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 千歳市
千歳市教育委員会教育部学校教
育課学校教育係 0123-24-0839 gakkokyoiku@city.chitose.lg.jp https://www.city.chitose.lg.jp/95/95_169/95_169_906/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 滝川市
教育部　学校運営課　学校運営
係 0125-28-8043 gakukyou@city.takikawa.hokkaido.jp http://www.city.takikawa.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 砂川市 教育委員会学務課学校教育係 0125-54-2121 gakko@city.sunagawa.lg.jp
http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/gak
koukyouiku/index.html ○ ○ ○ ○ ○

小学校新一年生については、一日体験入学時に学校で就学援助
制度の書類を配付 ○

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施

ケ．その
他（内容
を１，（２）
に記入)

ア．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保

護者に申
請書を配

付

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしくは
保護者に
申請書を

配付

オ．制度
案内等は
行わず、
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

付

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）
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北海道 深川市 深川市教育委員会学務課 0164-26-2332 gakumu@city.fukagawa.lg.jp
https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/gakumu/ik75k
4000000k4qh.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 歌志内市
教育委員会事務局学校教育グ
ループ 0125-42-4223 kyoiku.gakko@city.utashinai.lg.jp http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 小学1年生については、市教委より申請書を配布している。

北海道 富良野市 教育委員会学校教育課 0167-39-2320 gakumu@city.furano.hokkaido.jp http://www.city.furano.hokkaido.jp/soshiki/gakkoukyouiku/ ○ ○ ○ ○ ○

・制度案内は全児童生徒へ配布。
・申請書は各学校により異なり、全児童生徒に配布している学校、
希望者に対して配布している学校がある。

北海道 登別市 教育委員会学校教育グループ 0143-88-1162 school@city.noboribetsu.lg.jp http://www.noboribetsu.ed.jp/~iinkai/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 恵庭市 教育部　学校教育課
0123-33-3131（内線
1622）

gakkoukyouiku@city.eniwa.hokkaido
.jp

・恵庭市役所ＨＰ　http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/
・就学援助ＨＰ
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/13703276
39520/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 必要に応じ、学校または教育委員会で随時配布。

北海道 伊達市 教育部学校教育課学校教育係 0142-23-3331 kyoiku@city.date.hokkaido.jp http://www.city.date.hokkaido.jp/
https://www.facebook.com
/hokkaido.date.city/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 北広島市 教育委員会教育部学校教育課 011-372-3311 eduschool@city.kitahiroshima.lg.jp http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kyoiku/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事務職員向け説明会を実施 ○ ○ 出張所等で希望する保護者に申請書を配布

北海道 石狩市
石狩市教育委員会生涯学習部学
校教育課学校教育担当 0133－72－3171 gakkou.k@city.ishikari.hokkaido.jp http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/gakkou.k/ ○ ○ ○ ○

新入学児童には、就学案内とともに就学援助制度の書類を配付
転入者には、就学の手続き時に就学援助制度の書類を配布 ○

北海道 北斗市 北斗市教育委員会学校教育課 0138-74-2000 gakko@city.hokuto.hokkaido.jp ○ ○
入学説明会の際に、保護者へ配付してもらうよう、学校へ依頼して
いる。 ○

北海道 当別町 教育委員会管理課学校教育係 0133-23-2689 kyokan2@town.tobetsu.lg.jp
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/kyoiku-
top/7222.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 新篠津村
新篠津村教育委員会　学校教育
係 0126-57-2111

gakko1@vill.shinshinotsu.hokkaido.j
p

http://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/000
00318.html ○ ○ ○ ○

北海道 松前町 学校教育課 0139-42-3060
kyouiku2@town.matsumae.hokkaido
.jp ○ ○ ○

北海道 福島町 教育委員会　学校教育係 0139-47-3675
gakkou-g@town.hokkaido-
fukushima.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 知内町 教育委員会学校教育課 01392-5-6855 gakkou@town.shiriuchi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 木古内町 生涯学習課学校教育グループ 01392-2-2224 info@town.kikonai.hokkaido.jp http://www.kikonai.hokkaido.jp ○ ○

北海道 七飯町
七飯町教育委員会学校教育課学
校教育係 0138-66-2067 ○ ○

北海道 鹿部町 生涯学習課 01372-7-3124 kyouiku@town.shikabe.lg.jp ○ ○ ○

北海道 森町 森町教育委員会学校教育課 01374-3-3640
lgwan-edu-gakko@town.hokkaido-
mori.lg.jp http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/docs/2014091000670/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 八雲町
八雲町教育委員会学校教育課総
務係 0137-63-3131 gakkyo@town.yakumo.lg.jp http://www.town.yakumo.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 長万部町 教育委員会事務局 01377-2-2748 kyoi1@town.oshamambe.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 江差町
江差町教育委員会　学校教育課
学校教育係 0139-52-1059

e-gakkyou@town.hiyama-
esashi.lg.jp http://www.hokkaido-esashi.jp/education/top.htm ○ ○ ○ ○ ○

北海道 上ノ国町
上ノ国町教育委員会学校教育グ
ループ 0139-55-2230 naoko.mikuni@town.kaminokuni.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 厚沢部町
厚沢部町教育委員会事務局学校
教育係 0139-64-3318 kyoui-gakkou@town.assabu.lg.jp ○ ○

北海道 乙部町
乙部町教育委員会　総務学校教
育係 0139-62-2253 kanri@town.otobe.lg.jp

http://www.town.otobe.lg.jp/section/kyoui/e0taal00000007t
0.html#s4 ○ ○ ○ ○

北海道 奥尻町 奥尻町教育委員会事務局 01397-2-3890 ida-k@town.okushiri.lg.jp ○ ○

北海道 今金町 今金町教育委員会事務局 0137-82-3488 imk-kyoiku@town.imakane.lg.jp http://www.town.imakane.lg.jp/index.php ○ ○ ○ ○

北海道 せたな町
せたな町教育委員会事務局学校
教育係 0137-84-5111 http://www.town.setana.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 島牧村 島牧村教育委員会 0136-75-6273 gakkou@vill.shimamaki.lg.jp ○ ○ 全保護者及び就学児保護者へ制度を書面で通知 ○ ○ 就学児保護者については郵送で申請書を配布

北海道 寿都町 総務管理係 0136-62-2100 kyouiku@town.suttu.lg.jp http://www.town.suttu.lg.jp/ ○ ○ ○

北海道 黒松内町
黒松内町教育委員会　総務・生涯
学習グループ 0136-72-3160 gakkou@town.kuromatsunai.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 蘭越町 学務課学校教育係 0136-57-5111
azuma_masamichi@town.rankoshi.lg
.jp ○ ○ ○ ○

北海道 ニセコ町
ニセコ町教育委員会学校教育課
学校教育係 0136-44-2101 kyouiku@town.niseko.lg.jp

http://www.town.niseko.lg.jp/kurashi/kyoikuiin/gakkokyoiku.
html ○ ○ ○ ○ ○
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北海道 真狩村 教育委員会学校教育係 0136-45-3336 kyouiku@vill.makkari.lg.jp ○ ○

北海道 留寿都村
留寿都村教育委員会　学校教育
係 0136-46-3321 s-kyoui@vill.rusutsu.lg.jp http://www.vill.rusutsu.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 喜茂別町 喜茂別町教育委員会学校教育係 0136-33-2203 kyouiku@town.kimobetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 京極町 学務課　総務学校教育係 0136-42-2700 gakumu@town.kyogoku.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 倶知安町 学校教育課学校教育係 0136-56-8018 gakkou-soumu@town.kutchan.lg.jp http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ 前年度認定者については、教育委員会より別途配布する。

北海道 共和町 教育委員会管理課学校教育係 0135-73-2011 kyouiku@town.hokkaido-kyowa.lg.jp http://www.town.kyowa.hokkaido.jp/ ○ ○ ○

北海道 岩内町 教育委員会教育課 0135-67-7099 kyoiku@town.iwanai.lg.jp http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 泊村 泊村教育委員会 0135-75-2311 kyoiku@vill.hokkaido-tomari.lg.jp http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/ ○ ○ ○

北海道 神恵内村 教育委員会総務係 0135-76-5011
kyouiku-
2@vill.kamoenai.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 積丹町 積丹町教育委員会　学校教育課 0135-44-2115 kyouiku@town.shakotan.lg.jp http://town-shakotan.com/ ○ ○ ○

北海道 古平町 教育委員会　管理係 0135-42-2590 kyouiku@town.furubira.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 仁木町 教育委員会総務学校教育係 0135-32-3621
kyouiku02-
niki@town.niki.hokkaido.jp http://www.town.niki.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 余市町 余市町教育委員会 0135-21-2138 kyouiku.m@town.yoichi.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 赤井川村 教育委員会　学校教育係 0135-34-6211 kyouiku5@vill.akaigawa.lg.jp ○ ○ 小学校入学前に保育所を通して周知 ○

北海道 南幌町 生涯学習課　学校教育グループ 011-378-6620 g-gakkou@town.nanporo.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 奈井江町 教育委員会教育支援係 0125-65-5381 kyouikushien@town.naie.lg.jp http://www.town.naie.hokkaido.jp/bunka/kyoiku/josei/ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 上砂川町 上砂川町教育委員会　学務係 0125-62-2881
kamisuna-
kyoui@town.kamisunagawa.lg.jp ○ ○ ○

・前年度認定者に郵送で関係書類を送付。
・就学時検診・１日入学で制度の周知。
・転入時に関係書類を手渡す。 ○ ○ 前年度認定者に郵送で関係書類を送付。

北海道 由仁町 教育課　総務・学校教育担当 0123-83-3904 kyoikuka@town.yuni.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 長沼町 教育委員会学校教育課学務係 0123-88-2111 kyouiku@ad.maoi-net.jp http://www.maoi-net.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 栗山町
栗山町教育委員会学校教育グ
ループ 0123-72-1117

gakkoukyouiku-
g@town.kuriyama.lg.jp http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 月形町 月形町教育委員会学務係 0126-53-2376 gakumu@town.tsukigata.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 浦臼町 教育委員会事務局　学務係 0125-68-2166 gakumu@town.urausu.lg.jp http://www.town.urausu.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道
新十津川
町

新十津川町教育委員会学校教育
グループ 0125-76-4233

kyoikuiinkai@town.shintotsukawa.lg.
jp http://www.town.shintotsukawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 妹背牛町
妹背牛町教育委員会　教育課学
校教育グループ 0164-32-2525 kyoikuiinkai@town.moseushi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 秩父別町 教育委員会教育グループ 0164-33-2555 http://town.chippubetsu.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 雨竜町 雨竜町教育委員会 0125-77-2322 kyouiku@town.uryu.hokkaido.jp http://www.town.uryu.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 北竜町 総務学校教育係 0164-34-2553 hokuryu.kyoiku@soeil.ocn.ne.jp info@town.hokuryu.hokkaido.jp. ○ ○ ○ 教育委員会が希望者に対して配付

北海道 沼田町 沼田町教育委員会 0164-35-2132 kyuoiku@town.numata.lg.jp ○ ○ ○

北海道 鷹栖町 教育課総務学校教育係 0166-87-2028 kyouiku1@town.takasu.lg.jp https://www.town.takasu.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 東神楽町 東神楽町教育委員会教育推進課 0166-83-5406
kenta.miyahara@town.higashikagur
a.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請書についても、希望者のみではなく制度周知案内とともに、全
児童・生徒へ配布。

北海道 当麻町 教育委員会教育課学校教育係 0066-84-2111（代表） ○ ○ ○ ○ ○

北海道 比布町 比布町教育委員会　生涯学習課 0166-85-2262 y-saito@town.pippu.lg.jp http://www.town.pippu.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 愛別町 教育委員会　総務・学校教育係 01658-6-5111
kyouikuiinkai@town.aibetsu.hokkaid
o.jp http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 上川町
上川町教育委員会学校教育グ
ループ 01658-2-2371

gakkou@town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp http://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 東川町 学校教育課 0166-82-2111 kyouiku@town.higashikawa.lg.jp http://town.higashikawa.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 美瑛町 美瑛町教育委員会管理課 0166-92-4342 kyouiku_kanri@town.biei.lg.jp https://town.biei.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○
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北海道
上富良野
町 教育振興課学校教育班 0167-45-6699 ga-kyo@town.kamifurano.lg.jp http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=704 ○ ○ ○ ○ ○

北海道
中富良野
町 教育課 0167-44-2204

kyouiku-
soumu@town.nakafurano.lg.jp http://www.town.nakafurano.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道
南富良野
町

南富良野町教育委員会学校教育
係 0167-52-2145

kyoigakkyo@town.minamifurano.hok
kaido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 占冠村 占冠村教育委員会学校教育担当 0167-56-2182
mari.matsunaga@vill.shimukappu.lg.j
p

http://cms.vill.shimukappu.lg.jp:50002/WebRelease2/preview
.1498522026013.pb10fa0000000020/nmudtq000000464j/nm
udtq000000373k/nmudtq000002v3ek ○ ○ ○ ○ ○

北海道 和寒町 教育委員会　庶務学校教育係 0165-32-2477 kyoui@town.wassamu.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 剣淵町 教育課学校教育グループ 0165-34-2121 gakkyou@town.kembuchi.lg.jp http://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ 自治会回覧で周知 ○

北海道 下川町
下川町教育委員会教育課総務グ
ループ 01655-4-2511

s-
kyouiku@town.shimokawa.hokkaido.
jp ○ ○

北海道 美深町
美深町教育委員会教育グループ
学校教育係 01656-2-1744 g-kyouiku@town.bifuka.hokkaido.jp http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/ ○ ○ ○

毎年度の４月認定分申請受付の際に防災端末で就学援助制度等
を配信している。 ○

北海道
音威子府
村

音威子府村教育委員会学校教育
係 01656-5-3356 kyouiku@vill.otoineppu.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 中川町 中川町教育委員会 01656-7-2877 nakagawa2877@comet.ocn.ne.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 幌加内町 学務課学校教育係 0165-35-2177 horo1@mb.infosnow.ne.jp ○ ○ ○ ○

北海道 増毛町
教育委員会　総務学校課　学校
教育係 0164-53-2427 kyouiku@town.mashike.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 小平町 管理課　学校教育係 0164-56-2111 info@town.obira.lg.jp http://www.town.obira.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 苫前町 苫前町教育委員会管理課 0164-64-2384 kanri@town.tomamae.lg.jp http://www.town.tomamae.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 羽幌町 学校管理課学校教育係 0164-68-7010 gakkou@town.haboro.lg.jp http://www.town.haboro.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 初山別村 教育委員会　学校教育係 0164-67-2136
kyoui.gakkyou@vill.shosanbetsu.lg.j
p ○ ○ ○ ○ ○

北海道 遠別町 教育委員会事務局　学校教育係 01632-7-2353 k.soumu@town.embetsu.lg.jp http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ 民生児童委員に就学支援制度資料を配布し説明。 ○ 教育委員会から各学校を通じて保護者へ申請書を配付。

北海道 天塩町 天塩町教育委員会　学校教育係 01632-2-1026 kyouiku@teshiotown.com http://www.teshiotown.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 猿払村 学校教育係 01635-2-3011
postmaster@vill.sarufutsu.hokkaido.
jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 浜頓別町
浜頓別町教育委員会　総務学校
係 01634-2-2525 gakkou@town.hamatonbetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 中頓別町 中頓別町教育委員会 01634-6-1111 n-kyo45@town.nakatombetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 枝幸町 教育委員会学校教育グループ 0163-62-1364

電話以外の問い合わせについて
は、HPの問い合わせフォームにて
受付 http://www.esashi.jp

ホームページの「お問い合
わせフォーム」からお問い
合わせください。 ○ ○ ○ ○

北海道 豊富町 総務学校係 0162-82-1355
kyouikuiinnkai@town.toyotomi.hokk
aido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 礼文町 教育委員会　学校管理担当 0163-86-2119 gakkan@town.rebun.hokkaido.jp ○ ○ ○

北海道 利尻町 管理係 0163-84-2445 kanri@town.rishiri.hokkaido.jp ○ ○

北海道
利尻富士
町

利尻富士町教育委員会　企画管
理係 0163-82-1370

kyoui-
kikakukanri@town.rishirifuji.hokkaid
o.jp http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp ○ ○ ○

北海道 幌延町 教育委員会　総務学校グループ 01632-5-1117 sogaku@town.horonobe.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 美幌町
美幌町教育委員会学校教育グ
ループ学校教育担当 0152-73-1111（内線305） kyouikut@town.bihoro.hokkaido.jp http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2016091300057/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

入学準備金の早期支給にあたり、就学通知に案内文書と申請書を
同封して小中学校入学予定者全員に配布

北海道 津別町 生涯学習課学校教育グループ 0152-76-2151 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/index.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 斜里町
斜里町教育委員会　生涯学習課
学校教育係 0152-23-3131 shk.gakkou@town.shari.lg.jp

https://www.town.shari.hokkaido.jp/kyouikuiinkai/catetemp2
-2/2011-0805-1334-63-syuugakuennjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 清里町 生涯学習課学校教育グループ 0152-25-2139 g-kyouiku@town.kiyosato.lg.jp http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校長教頭合同会議において事業説明および保護者周知等を依
頼している。 ○

北海道 小清水町 生涯学習課学校教育係 0152-62-2310 k-gakukyomgr@town.koshimizu.lg.jp http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 訓子府町 訓子府町教育委員会　管理課 0157-47-2122 kanri@town.kunneppu.hokkaido.jp http://www.town.kunneppu.hokaido.jp/ ○ ○ ○

北海道 置戸町 置戸町教育委員会　学校教育課 0157-52-3316 gkyouiku@town.oketo.hokkaido.jp http://www.town.oketo.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○
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①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）

北海道 佐呂間町
佐呂間町教育委員会管理課学校
教育係 01587-2-1294 kyoui@town.saroma.hokakido.jp http://www.town.saroma.hokkaido.jp

佐呂間町～森と湖のまち
～ facebook ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 遠軽町 教育部総務課 0158-42-2191 http://engaru.jp ○ ○ ○

北海道 湧別町
湧別町教育委員会教育総務課学
校教育係 01586-5-3143 kyoikusomu@town.yubetsu.lg.jp ○ ○ ○ 新１年生の保護者を対象に、入学説明会で周知。 ○ ○

北海道 滝上町
教育委員会生涯教育課総務学校
教育係 0158-29-2111 gakkou@town.takinoue.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 興部町 管理課総務学校係 0158-82-2552 okp-k.kanri@town.okoppe.lg.jp ○ ○

北海道 西興部村 西興部村教育委員会 0158-87-2501
ni.gakkoukyouiku@vill.nishiokoppe.l
g.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 雄武町
雄武町教育委員会教育振興課教
育総務係 0158-84-4240 kyo_soumu@town.oumu.lg.jp

http://www1.town.oumu.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a
162RG00000535.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 大空町 生涯学習課学校教育グループ 0152-66-2805 info@town.ozora.hokkaido.jp http://www.town.ozora.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○
直接教育委員会に連絡があった場合は、教育委員会より希望者に
申請書を配付する。

北海道 豊浦町
豊浦町教育委員会　生涯学習課
学校教育係 0142-83-3954

gakkou@town.hokkaido-
toyoura.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 壮瞥町 生涯学習課 0142-66-2131 gakko@town.sobetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 白老町 学校教育課 0144-85-2022 gakkou@town.shiraoi.lg.jp http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 厚真町
厚真町教育委員会生涯学習課学
校教育グループ 0145-27-2494 kyouiku.@town.atsuma.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 洞爺湖町 教育委員会管理課 0142-74-3009 ky_gakkou@town.toyako.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 安平町 教育委員会学校教育グループ 0145-25-2083 gk-kyouiku@town.abira.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 むかわ町
むかわ町教育委員会　生涯学習
課学校教育グループ 0145-42-2484 gkyouiku@town.mukawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 日高町
教育委員会管理課　総務・学校教
育グループ 01456－2－3721 kanrika@town.hidaka.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 平取町 生涯学習課　学校教育係 01457-2-2619
gakkokyoiku2040@town.biratori.hok
kaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 新冠町 教育委員会管理課管理グループ 0146-47-2547 kanrika@niikappu.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 浦河町 教育委員会管理課 0146-26-9020
kyoikukanri@town.urakawa.hokkaid
o.jp http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 様似町
様似町教育委員会　生涯学習課
学校教育係 0146-36-2521 samani-e@cello.ocn.ne.jp http://samani.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 えりも町 教育支援課学校教育係 01466-2-2525
erimo.kyouiku@edue.erimo.hokkaido
.jp http://www.town.erimo.ig.jp ○ ○ ○ ○

教育委員会で全児童生徒分の案内分及び申請書を用意し、学校に
配布を依頼。

北海道
新ひだか
町 教育部　管理課 0146-49-0088

shizunai-boe-
kanri@bridge.ocn.ne.jp http://shinhidaka-hokkai.jp/ ○ ○ ○ ○

北海道 音更町
教育委員会学校教育課学校教育
係 0155-42-2111 gakkyou@town.otofuke.hokkaido.jp

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-
seikatu/kodomo/syugaku-enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 士幌町 教育課学校教育グループ 01564-5-4732 kanri@shihoro.jp http://www.shihoro.jp/ ○ ○ ○ ○ 一日入学に学校で就学援助制度の書類を配布 ○ ○

北海道 上士幌町 教育推進課 01564-2-3014
kyouikusuishinka@town.kamishihor
o.hokkaido.jp http://www.kamishihoro.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 鹿追町 鹿追町教育委員会　学校教育課 0156-66-2646 gakkyou@town.shikaoi.lg.jp ○ ○ ○ ○

北海道 新得町
新得町教育委員会学校教育課総
務係 0156-64-0531

gakusoumu@town.shintoku.hokkaid
o.jp http://www.shintoku-town.jp ○ ○ ○ ○

北海道 清水町
清水町教育委員会 学校教育課
学校教育係 0156-62-5138

gkyoiku-
g@town.shimizu.hokkaido.jp http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/index.html ○ ○ ○ ○

北海道 芽室町
芽室町教育委員会学校教育課学
校教育係 0155-62-9729 k-gakkyou@memuro.net http://www.memuro.net/gaido/15guide/15101.htm ○ ○ ○ ○

新小学１年生には、２月の１日入学の際に全員に就学援助制度の
書類を配付 ○

北海道 中札内村
中札内村教育委員会　教育グ
ループ 0155-67-2929

k-
kyouiku@vill.nakasatsunai.hokkaido.
jp http://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○

北海道 更別村 更別村教育委員会 0155-52-3171
kyoui@vill.sarabetsu.lg.jp  /
kyoui@sarabetsu.jp http://www.sarabetsu.jp ○ ○ ○ ○ 昨年度、該当していた家庭には別途通知。 ○

北海道 大樹町 学校教育課管理係 01558-6-2130 gakko_kyoiku-ka@town.taiki.lg.jp http://www.town.taiki.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 広尾町 管理課学校教育係 01558-2-0186 k-gakko@town.hiroo.lg.jp http://town.hiroo.hokkaido.jp/toiawase/index.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 幕別町
教育委員会教育部学校教育課学
校教育係 0155-54-2006

gakkokyoikukakari@town.makubets
u.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 池田町 教育課学校教育係 015-572-5222 kyouiku@town.hokkaido-ikeda.lg.jp
http://town.hokkaido-
ikeda.lg.jp/kikan/kyouiku/gakko/hiyo/1146.html ○ ○ ○ ○ ○

北海道 豊頃町
豊頃町教育委員会教育課学校教
育係 015-579-5801 ○ ○ ○ ○

北海道 本別町 教育委員会管理課学校教育担当 0156-22-2331
gakouky@town.honbetsu.hokkaido.j
p ○ ○ ○ ○

北海道 足寄町 足寄町教育委員会教育総務室 0156-25-3188 ksoumu@town.ashoro.hokkaido.jp http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/ki ○ ○ ○ ○ ○
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１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
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を配付

キ．その
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を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）

北海道 浦幌町 浦幌町教育委員会　学校教育係 015-576-2117 kanri@urahoro.jp
https://www.urahoro.jp/soshiki_shigoto/kyoikuiinkai/gakkok
yoiku/shugakuenzyoseido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

児童扶養手当等の申請があった場合、就学援助制度について個別
に周知。 ○

北海道 陸別町 陸別町教育委員会　管理担当 0156-27-2123 kanri@rikubetsu.jp ○ ○ ○ ○

北海道 釧路町
釧路町教育委員会 教育部 管理
課 学校教育係 0154-62-2215 kanri_gakko@town.kushiro.lg.jp http://www.town.kushiro.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 厚岸町 教育委員会管理課学校教育係 0153-52-3131 kyoui-gakkou@town.akkeshi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 浜中町
浜中町教育委員会　管理課学校
教育係 0153-62-2383 kyoui-gakkyo@town.hamanaka.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 標茶町
標茶町教育委員会　管理課　学
校教育係 015-485-2111（内線286） kyoui@shibecha.ed.jp ○ ○ ○ ○

北海道 弟子屈町 弟子屈町教育委員会管理課 015-482-2945 kyoiku@town.teshikaga.hokkaido.jp http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 鶴居村 教育課 0154-64-2050 ○ ○ ○ ○

北海道 白糠町
白糠町教育委員会管理課学校教
育係 01547-2-2171 gakkoukyouiku@town.shiranuka.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

北海道 別海町 教育委員会学務課 0153-75-2111 gakumu@betsukai.jp http://betsukai.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 中標津町 学校教育課学務係 0153-73-3111 k-gakumu@nakashibetsu.jp
http://www.nakashibetsu.jp/kyouiku_iinkai/gakko_kyouiku/so
udan_seido/gakuhi_enjo/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度認定された世帯へ郵送により申請書を送付

北海道 標津町
標津町教育委員会　管理課学校
教育担当 0153-82-3110 kanrika@town.shibetsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道 羅臼町 羅臼町教育委員会学務課 0153-87-2129 ○ ○ ○ ○ ○



該当団体数179

北海道 札幌市

北海道 函館市

北海道 小樽市

北海道 旭川市

北海道 室蘭市

北海道 釧路市

北海道 帯広市

北海道 北見市

北海道 夕張市

北海道 岩見沢市

北海道 網走市

北海道 留萌市

北海道 苫小牧市

北海道 稚内市

北海道 美唄市

北海道 芦別市

北海道 江別市

北海道 赤平市

北海道 紋別市

北海道 士別市

北海道 名寄市

北海道 三笠市

北海道 根室市

北海道 千歳市

北海道 滝川市

北海道 砂川市

①都道府県②市町村

課税所得
等の分類

基準額の
時期

127 128 125 119 123 128 95 70 112 115 81 73 85 95 128 23 14 1 24 165 165 165 165 1 1 24 71 179

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 369

・倍率：一般限度額（借家）は1.10倍、特別限度額（住宅所有）の場合は1.05倍
・課税所得等の分類：給与収入（税引き前）を用いる。ただし、自営業等の事業所得がある世
帯については、所得額を用いる。
・目安額：特別限度額（住宅所有）の場合は353.1万円
・基準額の時期：平成２５年４月 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 前年度 405 被災，保護者離職等教育委員会が特に援助が必要と認めるもの
【課税所得等の分類】収入（給与，年金，事業，不動産，利子，配当，慰謝料，養育費等の
他，退職金，生命保険金等一時収入） 35%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 414 平成25年4月1日付生活保護基準額 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.28 その他 前年度 422

失職，離職，病気で働けない，事業を廃業した等の理由により収入が大幅に減少し，平成29
年中の世帯の総収入額が本市で定める計算の方法で基準額以下となる場合（申請できる期
間は７～１１月）。 【課税所得等の分類】給与収入（支払金額） 30%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 355 25%未満

○ 1.2

総所得
（税引き
前） その他 415

【基準額の時期】生活保護基準の見直しの影響が出ないよう、平成25年4月1日時点の生活
保護基準を使用している。 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 413 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.29 その他 その他 371

課税所得等の分類→給与収入額（営業所得・農業所得については、所得額を給与収入額に
換算し判定している）
基準額の時期→平成24年12月末日時点の生活保護法による保護の基準 25%未満

○ 1.1

総所得
（税引き
前） その他 328 （2）基準根拠　基準額の時期　平成24年4月1日 20%未満

○ 1.25

総所得
（税引き
前） その他 416

(2)基準根拠「基準額の時期」については、生活扶助基準の見直しの影響をうけないよう、
「平成25年4月1日時点」としている 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済的理由により、学用品等の購入が困難な者 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 389
課税所得の分類は、給与収入
基準額の時期は、4年前（平成25年度） 20%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 350 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 385 世帯更生資金の貸付
【課税所得等の分類】給与収入（税引き前）
【基準額の時期】平成25年4月１日時点有効の保護の基準 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.15 その他 その他 382
【課税所得等の分類】給与収入（税引き前）
【基準額の時期】4年前の年度 25%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前）

３年前の
年度 377 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 430

【課税所得等の分類】
・給与収入・公的年金に係る収入・その他の所得課税対象収入（いずれも税引前）
【基準額の時期】
平成２５年４月 25%未満

○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） 当該年度 328 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 414 【基準額の時期】４年前の年度 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 当該年度 387 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 25%未満

○ 1.3 その他 その他 325
課税所得等の分類：給与収入（税引き前）
基準額の時期：平成24年度の基準を使用 20%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 350 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） その他 378 申請理由未記入で必要書類のみ提出している者の内、基準を満たしている者 【基準額の時期】平成24年度 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

総所得
（税引き
前） その他 296

係数（倍率）：自家用車所有の場合は1.05倍
基準額の時期：４年前の年度 20%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 360 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 430 【基準額の時期】平成２５年４月１日時点の生活保護基準額 25%未満

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免
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①都道府県②市町村

北海道 深川市

北海道 歌志内市

北海道 富良野市

北海道 登別市

北海道 恵庭市

北海道 伊達市

北海道 北広島市

北海道 石狩市

北海道 北斗市

北海道 当別町

北海道 新篠津村

北海道 松前町

北海道 福島町

北海道 知内町

北海道 木古内町

北海道 七飯町

北海道 鹿部町

北海道 森町

北海道 八雲町

北海道 長万部町

北海道 江差町

北海道 上ノ国町

北海道 厚沢部町

北海道 乙部町

北海道 奥尻町

北海道 今金町

北海道 せたな町

北海道 島牧村

北海道 寿都町

北海道 黒松内町

北海道 蘭越町

北海道 ニセコ町

課税所得
等の分類

基準額の
時期

127 128 125 119 123 128 95 70 112 115 81 73 85 95 128 23 14 1 24 165 165 165 165 1 1 24 71 179

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

○ 1.3

総所得
（税引き
前）

３年前の
年度 370 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前年度 375 世帯更正資金の貸付 55%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 323 25%未満

○ 1.3 その他 前年度 420 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 25%未満

○ 1.4

総所得
（税引き
前） 前年度 440 20%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 295 20%未満

○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 411

「その他教育長が特に必要と認める者」として、次に掲げる要件全てを満たす者を対象として
いる。
(1)　世帯の構成員のいずれかが雇用保険に加入している職から失業した世帯又は病気、賃
金カット等の事情により収入が前年と比較して３割以上減少すると見込まれる世帯。なお、こ
の場合、前年との比較は、認定を受けようとする月の属する年の１月から１２月の収入(認定
を受けようとする月が１月から３月までの場合は、その前年の１月から１２月の収入)の推計
(以下「推計収入」という。)とその前年の確定した収入との比較とする。
(2)　推計収入が実施要綱第３条に規定する認定するための基準に満たないと認められる世
帯。 （基準額の時期）平成25年4月 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 その他 当該年度 394 【課税所得等の分類】申請者世帯の総収入額 30%未満

○ 1.3 その他 前年度 325
基準根拠（課税所得等の分類）は、課税所得に、障害年金・遺族年金・雇用保険・児童手当・
児童扶養手当・特別児童扶養手当等・仕送り・養育費を加えた額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他
３年前の
年度 319 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 305

（２）基準根拠について
　課税所得等の分類：前年収入（給与収入、公的年金収入、農業収入、雑収入などの合計
額）
　基準額の時期：平成２４年１２月末日現在に適用されている保護基準 10%未満

○ 1.29 その他
３年前の
年度 283 基準根拠課税所得等の分類については、給与収入。 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 261 30%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 342 15%未満

〇 1.3 課税所得 前年度 211 15%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 336 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 351 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 前年度 270 20%未満

○ 1.1

総所得
（税引き
前） その他 316 【基準額の時期】平成２５年８月の生活扶助基準見直し前の基準 10%未満

○ 1.1

総所得
（税引き
前） その他 307 【基準額の時期】平成２４年度の時点の基準額を使用している 15%未満

○ 1.1 その他 その他 290
【課税所得等の分類】給与収入（税引き前）
【基準額の時期】平成25年度のものを使用 25%未満

○ 1.1

総所得
（税引き
前） 当該年度 258 【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 298 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 前年度 218 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 291 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 前年度 232 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 その他 430 【基準額の時期】当分の間、平成25年7月現在の生活保護基準に基づく。 20%未満

○ 1.35

総所得
（税引き
前） 前年度 394 20%未満

○ 1.05 課税所得 前年度 240 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得
３年前の
年度 246 【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 284 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

総所得
（税引き
前） 前年度 250 20%未満
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①都道府県②市町村

北海道 真狩村

北海道 留寿都村

北海道 喜茂別町

北海道 京極町

北海道 倶知安町

北海道 共和町

北海道 岩内町

北海道 泊村

北海道 神恵内村

北海道 積丹町

北海道 古平町

北海道 仁木町

北海道 余市町

北海道 赤井川村

北海道 南幌町

北海道 奈井江町

北海道 上砂川町

北海道 由仁町

北海道 長沼町

北海道 栗山町

北海道 月形町

北海道 浦臼町

北海道
新十津川
町

北海道 妹背牛町

北海道 秩父別町

北海道 雨竜町

北海道 北竜町

北海道 沼田町

北海道 鷹栖町

北海道 東神楽町

北海道 当麻町

北海道 比布町

北海道 愛別町

北海道 上川町

北海道 東川町

北海道 美瑛町

課税所得
等の分類

基準額の
時期

127 128 125 119 123 128 95 70 112 115 81 73 85 95 128 23 14 1 24 165 165 165 165 1 1 24 71 179

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 320 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 318 【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前々年度 260 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 当該年度 253 25%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 296 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 322 【基準額の時期】24年4月時点の基準額を参照。 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前々年度 271 15%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 235 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 301 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 319 【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

総所得
（税引き
前）

３年前の
年度 311 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 278 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 340
世帯全員の収入合計（パート・年金収入含む）から、社会保険料、所得税、道・町民税、勤労
控除を差し引いたもの 20%未満

○ 1.3 その他 その他 335
【課税所得等の分類】給与収入（税引き前）
【基準額の時期】平成２４年度 30%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 364 45%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 250 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 332 平成24年度の生活保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 330 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 325 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 359 25%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 350 【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 296 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 374 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 273 10%未満

○ 1.25 課税所得 前々年度 298 10%未満

○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前年度 270 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.265 その他 前年度 408

【課税所得等の分類】
・給与収入→源泉徴収票の支払額
・給与収入以外→確定申告書の所得割合合計額に相当する額。収入にはパート収入等含。
但し、年金は除く。 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 350 【課税所得等の分類】総所得（諸控除前） 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 300
【課税所得等の分類】世帯の総収入
基準額の時期は平成29年4月1日改正のものを使用。

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 319 20%未満

○ 1.3 総所得額 その他 336 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生活保護基準に前年分の所得税額、地方税額及び社会保険料を加えた額（需要額）とし、
前年分の収入額が需要額に満たない者を対象とする。 20%未満

○ 1.2 課税所得 前々年度 345 10%未満



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道
上富良野
町

北海道
中富良野
町

北海道
南富良野
町

北海道 占冠村

北海道 和寒町

北海道 剣淵町

北海道 下川町

北海道 美深町

北海道
音威子府
村

北海道 中川町

北海道 幌加内町

北海道 増毛町

北海道 小平町

北海道 苫前町

北海道 羽幌町

北海道 初山別村

北海道 遠別町

北海道 天塩町

北海道 猿払村

北海道 浜頓別町

北海道 中頓別町

北海道 枝幸町

北海道 豊富町

北海道 礼文町

北海道 利尻町

北海道
利尻富士
町

北海道 幌延町

北海道 美幌町

北海道 津別町

北海道 斜里町

北海道 清里町

北海道 小清水町

北海道 訓子府町

北海道 置戸町

課税所得
等の分類

基準額の
時期

127 128 125 119 123 128 95 70 112 115 81 73 85 95 128 23 14 1 24 165 165 165 165 1 1 24 71 179

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

○ ○ 1.2 その他 その他 329
何らかの事情により当該年度の収入状況が前年度の収入状況と著しく異なり経済的に困窮
していると認める者

【課税所得等の分類】世帯の総収入
【基準額の時期】平成２４年度の基準額を使用 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 301 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前）

３年前の
年度 321 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 316 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 250 【課税所得等の分類】総所得から社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除した額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 343 教育長が特別に認めた者 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 216 課税所得等の分類については、給与所得者は収入額、事業所得者は所得額で計算。 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前々年度 288 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 307 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 327 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 226 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 278
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額（課税所得を
基礎としている。） 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 276 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 224
上記の認定基準に該当しない者で、保護者の失業等により生活が困窮し、民生委員の意見
に基づき、教育長が特に援助が必要と認めた者 【基準額の時期】平成25年8月改正以前の生活保護基準額を使用している 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 296 世帯更生貸付補助金による貸付
【課税所得等の分類】世帯の総収入
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 民生児童委員による生活困窮状況の意見を参照。 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 317
ひとり親ではない世帯は生活保護の基準額以内（掛ける係数は無し。）
ひとり親家庭世帯については需要額の1.3倍としている。 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 前年度 319 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.3 課税所得 前年度 298 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 307 15%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前々年度 280 20%未満

〇 1

総所得
（税引き
前） 前年度 203 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 231

・保護者（または家族）の失業
・その他、本人から経済的理由により生活が困窮していると申出があるとき
・学校が児童生徒の生活状況や家庭の諸事情の調査等により、準要保護が必要と認めると
き 平成29年３月時点（前年度３月時点） 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.4

総所得
（税引き
前） 当該年度 340

・保護者または家族の失業などにより、収入が悪化された方
・学校が児童生徒の生活状況や家庭の諸事情の調査等により、準要保護が必要と認めた
方
・その他、本人から経済的理由により生活が困窮していると申し出た方 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 297 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 291 基準根拠（課税所得等の分類）：給与収入（税引き前） 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 350 その他特別の事情により生活が困窮している者

(2)その他
【課税所得等の分類】収入額（総収入）
【基準額の時期】平成25年４月 20%未満

○ 1.46

総所得
（税引き
前） 前年度 350 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他、教育委員会が就学援助の必要があると認める者 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 280 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得
３年前の
年度

268
10%未満
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①都道府県②市町村

北海道 佐呂間町

北海道 遠軽町

北海道 湧別町

北海道 滝上町

北海道 興部町

北海道 西興部村

北海道 雄武町

北海道 大空町

北海道 豊浦町

北海道 壮瞥町

北海道 白老町

北海道 厚真町

北海道 洞爺湖町

北海道 安平町

北海道 むかわ町

北海道 日高町

北海道 平取町

北海道 新冠町

北海道 浦河町

北海道 様似町

北海道 えりも町

北海道
新ひだか
町

北海道 音更町

北海道 士幌町

北海道 上士幌町

北海道 鹿追町

北海道 新得町

北海道 清水町

北海道 芽室町

北海道 中札内村

北海道 更別村

北海道 大樹町

北海道 広尾町

北海道 幕別町

北海道 池田町

北海道 豊頃町

北海道 本別町

北海道 足寄町

課税所得
等の分類

基準額の
時期

127 128 125 119 123 128 95 70 112 115 81 73 85 95 128 23 14 1 24 165 165 165 165 1 1 24 71 179

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 292 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） 当該年度 360 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 340
・生活状態が悪く、民生委員の世帯票等により把握されているもの。
・湧別町教育委員会が特に必要と認めた者。 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 10%未満

○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前年度 434 20%未満

○ 1.3 その他 前年度 286 【課税所得等の分類】給与収入 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度所得が当該年度の生活保護費（年額）に1.2を乗じて得た額未満である世帯とする 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 313 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 当該年度 309 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 350 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

総所得
（税引き
前） 前年度 295 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 323 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 268 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 283 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 297 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 286 20%未満

○ 1.2 326 15%未満

○ 1.4 課税所得 前年度 324 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 314 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 363 【課税所得等の分類】前年度の世帯ごとの給与収入を基準としている。 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ 1.3 その他 その他 326
課税所得等の分類：年間総収入金額
基準額の時期：平成25年7月 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） その他 393

・保護者が失業・倒産等により著しく収入状態が悪化している方。
・長期療養・火災・交通事故等不慮の災害により生活が困窮している方。 基準額の時期　前年度２月 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前）

３年前の
年度 3531 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 307 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 330 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 340 【課税所得等の分類】世帯の総所得 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 297 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 430 【課税所得等の分類】世帯の年間総収入額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 332 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 当該年度 379 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） 前年度 320 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 当該年度 268.9
要保護の認定基準について、長期療養、火災、交通事故等不慮の事故にあった世帯及び失
業、倒産などで著しく収入減となった世帯も対象。 【課税所得等の分類】給与収入（税引き前） 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 348 【課税所得等の分類】世帯の総収入額 20%未満

○ 1.5

総所得
（税引き
前） 前年度 366 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 344
長期療養、火災、交通事故等の不慮の災害により経済的に困っているもの。
保護者の失業、勤務先の倒産または賃金不払い等の理由により経済的に困っているもの。 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 300 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 303 不慮の災害により経済的に困窮していると認められる者 20%未満
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①都道府県②市町村

北海道 浦幌町

北海道 陸別町

北海道 釧路町

北海道 厚岸町

北海道 浜中町

北海道 標茶町

北海道 弟子屈町

北海道 鶴居村

北海道 白糠町

北海道 別海町

北海道 中標津町

北海道 標津町

北海道 羅臼町

課税所得
等の分類

基準額の
時期

127 128 125 119 123 128 95 70 112 115 81 73 85 95 128 23 14 1 24 165 165 165 165 1 1 24 71 179

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 319
・基準根拠（課税所得等の分類）は、「総収入」
・基準根拠（基準額の時期）は、「平成25年4月1日現在の基準」 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 342 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前年度 397

長期療養の必要な病気等により就労が困難又は突発的な事故、天災等により生活が困窮し
ている者 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） 前々年度 329 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得
３年前の
年度 330 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 279 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 330 【基準額の時期】４年前の年度 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 295 【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他
３年前の
年度 296

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額を用い
て年間収入額と比較 25%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 319 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 367 【基準額の時期】平成25年4月時点 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） 前年度 380 20%未満

○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） 前年度 422 15%未満
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北海道 札幌市

北海道 函館市

北海道 小樽市

北海道 旭川市

北海道 室蘭市

北海道 釧路市

北海道 帯広市

北海道 北見市

北海道 夕張市

北海道 岩見沢市

北海道 網走市

北海道 留萌市

北海道 苫小牧市

北海道 稚内市

北海道 美唄市

北海道 芦別市

北海道 江別市

北海道 赤平市

北海道 紋別市

北海道 士別市

北海道 名寄市

北海道 三笠市

北海道 根室市

北海道 千歳市

北海道 滝川市

北海道 砂川市

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 18 17 159 159 0 1 1 0 16 16 16 162 161 1 29 29 1 3 3 3 2 1 4 140 140 0 26 26 26 7 6 3 86

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,606 ○ 19,263 実費支給の費目は全て29年度予算に計上した単価による。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,034 ○ 28,156 支給平均額は平成２８年度実績

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 85,140 ○ 22,765

○ 15,220 ○ 38,370 ○ 10,300 ○ 20,040

・実費についての支給平均額は平成２９年度予算に計上した単価である。
・通学用品費（第1学年含む），校外活動費（宿泊を伴わないもの）については，学用品費等として支給し
ている。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 22,500 通学費についてはスクールバスを運行しているため対象者なし

○ 15,220 ○ 20,470 ○ 4,501 ○ 66,000 20,271 「支給平均額」欄については平成28年度実績額を記入。

○ 15,180 ○ 40,600 ○ 5,373 ○ 21,000

・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）：学用品費に含めて支給
　１年：11,420円（学用品費）+1,570円（校外活動費（宿泊を伴わないもの））÷12≒1,080円×12=12,960
円
　２～６年：11,420円（学用品費）+2,230円（通学用品費）+1,570円（校外活動費（宿泊を伴わないもの））÷
12≒1,265円×12=15,180円
・通学費の平均支給額は平成28年度の実績額の平均額
・修学旅行費の平均支給額は予算単価
・学用品費：小２～６の割合　85.2％

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 20,119
・支給平均額は、平成29年度予算に計上した単価
・通学費は実績なし

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,490 21,490

○ 13,620 ○ 40,600 ○ 19,201 学用品費：１年生11,400円、その他学年13,620円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 19,704
・通学費については扶助費目としては存在するが現在該当となる児童はいない。
・各費目の平均支給額については平成28年度実績による。

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 0 ○ 22,690
・学用品費　１年生：12,990円（15％）　他学年：15,220円（85％）
・通学費については、支給実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 38,000 ○ 21,000 通学費、修学旅行費は平成29年度予算に計上した単価。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 23,686

・支給平均額は、平成28年度実績による。
・学年ごとに金額が異なる費目は、下記のとおり。（　）内は、認定者数に対する対象者数の割合。
　学用品費　１年生　11,420円（約１４％）、その他の学年　13,650円（約８６％）

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 21,490 20,814
・学用品費について小学校１年生は12,990円、小学校２年生から６年生までは15,220円。
・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）は学用品費に含める。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 22,645
通学費に関しては、平成２８年の実績を確認しましたが、金額が０円のため通学費については０円のまま
で報告いたします。

○ 9,130 ○ 40,600 ○ 38,810 ○ 21,200 19,218

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 27,000 支給平均額については、２９年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 17,666 通学費は実績なし。

○ 13,650 13,269 ○ 40,600 40,600 ○ ○ 22,933

・平成28年度実績で算出
・修学旅行費、校外活動費、学校給食費
・通学費・・・距離数×回数×２５円を支給

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,152 修学旅行費：28年度実績額

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 34,200 ○ 21,030

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 20,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 18,000 通学費：実績なし

○ 13,650 13,650 ○ 40,600 40,600 ○ 0 ○ 18,625
・通学費　対象だがＨ２８年度実績なし（３ヶ月ごとに３ヶ月定期代分を支給）
・修学旅行費　　Ｈ２８年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,519 通学費：支給なし

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 深川市

北海道 歌志内市

北海道 富良野市

北海道 登別市

北海道 恵庭市

北海道 伊達市

北海道 北広島市

北海道 石狩市

北海道 北斗市

北海道 当別町

北海道 新篠津村

北海道 松前町

北海道 福島町

北海道 知内町

北海道 木古内町

北海道 七飯町

北海道 鹿部町

北海道 森町

北海道 八雲町

北海道 長万部町

北海道 江差町

北海道 上ノ国町

北海道 厚沢部町

北海道 乙部町

北海道 奥尻町

北海道 今金町

北海道 せたな町

北海道 島牧村

北海道 寿都町

北海道 黒松内町

北海道 蘭越町

北海道 ニセコ町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 18 17 159 159 0 1 1 0 16 16 16 162 161 1 29 29 1 3 3 3 2 1 4 140 140 0 26 26 26 7 6 3 86

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 12,285 ○ 36,540 ○ 0 ○ 19,000
・通学費：平成28年実績なし
・学用品費：２～６年生（全体の84.6％）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,687

○ 15,200 ○ 20,470 ○ 17,679 学用品費：２～6年生までの支給額　約84％

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,220

・通学用品費は２～６年生のみ学用品費にまとめて支給。
　１年生学用品費　11,420円
　２～６年生学用品費等　13,650円（うち通学用品費2,230円）
・修学旅行費は平成２８年度の実績額による。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,312 支給平均額は、全て平成29年度予算に計上した単価額。

○ 11,240 ○ 20,470 ○ 0 ○
・通学費：自宅最寄バス停から学校までの定期代。H28年度実績およびH29年度執行見込み額はなし。
・修学旅行費：交通費、宿泊料、見学料、均一に負担すべき経費を実費支給

○ 8,900 ○ 40,600 ○ 21,300
・通学費は援助費目にしていない。
・学用品費、修学旅行費については29年度予算に計上した単価で記載。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,389 修学旅行費は、平成28年度実績を入力している。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,666

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 18,028 通学費：支給対象費目ではあるが、支給実績がないため。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 27,500
・支給平均額については平成29年度予算計上単価
・通学費については対象費目があるが、平成29年度において対象者がいないため0円で計上

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,576

○ 13,650 ○ 20,470 ○ 27,386

○ 15,220 ○ 40,600

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,217

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 24,000 24,000 通学用品費については学用品費及び新入学用品費に含み支給

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,975

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 通学費は該当費用なし

○ 13,650 ○ 20,470 ○ 30,000

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 27,929

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 55,700 55,700

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,470 20,170

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 14,523

○ 15,220 ○ 20,470 ○ 16,613

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,601

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,180



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 真狩村

北海道 留寿都村

北海道 喜茂別町

北海道 京極町

北海道 倶知安町

北海道 共和町

北海道 岩内町

北海道 泊村

北海道 神恵内村

北海道 積丹町

北海道 古平町

北海道 仁木町

北海道 余市町

北海道 赤井川村

北海道 南幌町

北海道 奈井江町

北海道 上砂川町

北海道 由仁町

北海道 長沼町

北海道 栗山町

北海道 月形町

北海道 浦臼町

北海道
新十津川
町

北海道 妹背牛町

北海道 秩父別町

北海道 雨竜町

北海道 北竜町

北海道 沼田町

北海道 鷹栖町

北海道 東神楽町

北海道 当麻町

北海道 比布町

北海道 愛別町

北海道 上川町

北海道 東川町

北海道 美瑛町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 18 17 159 159 0 1 1 0 16 16 16 162 161 1 29 29 1 3 3 3 2 1 4 140 140 0 26 26 26 7 6 3 86

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 48,000 ○ 40,600

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 17,943

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 0 ○ 17,000 通学費、校外活動費（宿泊を伴うもの）の29年度の執行見込額0円

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,935 修学旅行費：H29予算単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,570 修学旅行費は平成29年度実績額より平均額を算出

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 28,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 ○ 21,800

○ 11,100 ○ 19,900 ○ 15,000

○ 11,000 ○ 19,900 ○ 11,000

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 29,127

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 15,609

○ 10,950 ○ 40,600 ○ 24,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,237 学用品費、通学用品費を併せて「学用品費等」として支給（1年11,420円、2～6年13,650円）

○ 11,420 11,334 ○ 40,600 ○ 0 ○ 20,800 通学費の支給実績なし

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 20,470

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,190 18,314 校外活動費（宿泊を伴うもの）は、執行見込が０のため、金額は０円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,749
平成29年度の新入学児童生徒学用品費等は中学分を6年生に47,400円、小学分を1年生に40,600円支
給する

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,870

○ 5,710 ○ 10,235 ○ 0 ○ 12,678 ２９年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,220

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 13,120 ○ 19,680
・通学費は平成29年度予算計上単価
・修学旅行費は平成28年度実績額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0
・修学旅行費　29年度は対象者がいないため０円
・新入学児童生徒学用品費　H29年度は支給対象者なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 21,000 ○ 22,000 校外活動費(宿泊を伴うもの)は実費認定

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 19,434

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 20,648 ○ 21,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,000
・修学旅行費：平成29年度予算
・上記以外：平成29年度執行見込み額

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 18,000 18,000 ○ 20,620

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18,000 修学旅行費は当初予算額。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 22,000

○ 14,130 ○ 40,600 ○ 21,490 21,339 クラブ活動費は、学用品費に含め、全就学援助児童へ支給

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,220 学用品費・通学用品費は併せて定額11.420(小１）　13.650円（小２～６）



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道
上富良野
町

北海道
中富良野
町

北海道
南富良野
町

北海道 占冠村

北海道 和寒町

北海道 剣淵町

北海道 下川町

北海道 美深町

北海道
音威子府
村

北海道 中川町

北海道 幌加内町

北海道 増毛町

北海道 小平町

北海道 苫前町

北海道 羽幌町

北海道 初山別村

北海道 遠別町

北海道 天塩町

北海道 猿払村

北海道 浜頓別町

北海道 中頓別町

北海道 枝幸町

北海道 豊富町

北海道 礼文町

北海道 利尻町

北海道
利尻富士
町

北海道 幌延町

北海道 美幌町

北海道 津別町

北海道 斜里町

北海道 清里町

北海道 小清水町

北海道 訓子府町

北海道 置戸町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 18 17 159 159 0 1 1 0 16 16 16 162 161 1 29 29 1 3 3 3 2 1 4 140 140 0 26 26 26 7 6 3 86

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 18,066

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 17,780

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 13,650 ○ 20,470 ○ 0
・通学用品費は学用品費と併せて支給。
・修学旅行費：対象者なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,900

○ 5,318 ○ 20,470 20,470 ○ 19,934 通学費については支給実績なし。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 14,092 28年度の実績額により記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,000 20,273

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 0 修学旅行費　　対象者なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,000 新入学児童生徒学用品費と修学旅行費は、対象費目があっても実績がない。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 25,911 通学費については、支給実績なし。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ ○ 29,599 通学費はスクールバス対応

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,000 ・支給平均額は支給児童数が多い小学校の金額で表記している

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 0 「修学旅行費」については支給予定なし。

○ 15,220 15,220 ○ 40,600 0 ○ ○ 21,490

・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）は学用品費に合算し支給。また、通学用品費は第１学
年を除く児童に支給。
・通学費は、全児童を対象にバス通学生に定期券及び回数券を支給。
・新入学児童生徒学用品費等は、対象項目であるが支給実績なし。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 25,878 支給平均額の算定は、平成28年度の実績額。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 15,040 ○ 40,600 ○ 29,000

○ 15,200 ○ 20,470 ○ 22,720

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 40,600

〇 15,200 ○ 20,470 ○ 修学旅行費　　　　６年生に支給　個人負担額の１／３

○ 13,270 ○ 19,900 ○

・学用品費　1年生→11,100円　2～6年生→13,270円
 平成30年度　総受給者16名中2～5年生16名→割合100％
・修学旅行費　へき地児童手当援助費補助金で措置

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 0 平均支給額は平成２８年度実績記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,180 修学旅行費：29年度予算に計上した単価

○ 11,420 10,842 ○ 40,600 20,470 ○ ○ 20,707
・単価はH29年度執行見込み額、支給平均はH28実績
・通学費は、津別町遠距離通学児童生徒に対する通学費補助要綱に規定した金額または現物支給

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 18,000

・「通学用品費」は「学用品費」の中に含まれている。
・「通学費」は「遠距離通学対策事業」にて対象児童へ援助を行っているため、「就学援助制度」としての
支給は行っていない。

○ 5,500 ○ ○ 10,952
・新入学＝ランドセルと防犯ブザーを現物支給（@34,776）＋実費支給（@6,000）
・通学費＝遠距離通学児童に通学交通費を補助＋スクールバスも対応

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 修学旅行費：平成２９年度予算計上単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 17,908

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 20,000



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 佐呂間町

北海道 遠軽町

北海道 湧別町

北海道 滝上町

北海道 興部町

北海道 西興部村

北海道 雄武町

北海道 大空町

北海道 豊浦町

北海道 壮瞥町

北海道 白老町

北海道 厚真町

北海道 洞爺湖町

北海道 安平町

北海道 むかわ町

北海道 日高町

北海道 平取町

北海道 新冠町

北海道 浦河町

北海道 様似町

北海道 えりも町

北海道
新ひだか
町

北海道 音更町

北海道 士幌町

北海道 上士幌町

北海道 鹿追町

北海道 新得町

北海道 清水町

北海道 芽室町

北海道 中札内村

北海道 更別村

北海道 大樹町

北海道 広尾町

北海道 幕別町

北海道 池田町

北海道 豊頃町

北海道 本別町

北海道 足寄町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 18 17 159 159 0 1 1 0 16 16 16 162 161 1 29 29 1 3 3 3 2 1 4 140 140 0 26 26 26 7 6 3 86

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,600

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 16,950
通学費は湧別町通学費補助要綱により学校から２ｋｍ以上の児童に対し全額補助しているため、対象費
目としていない。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 24,000 実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 17,620
実績なし
予算計上単価

○ 4,665 ○ 20,470 ○ 12,700 28年度実績額により記入

○ 11,420 7,181 ○ 40,600 ○ 21,490 16,894 平均支給額は平成２８年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18,545 支給平均額については、平成２８年度実績により記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,190

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 23,400
・修学旅行費：平成29年度予算計上単価
・（上限額の）支給平均額は、平成29年度予算計上単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,700

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 28,000 実費分の平均支給額については、29年度予算額で計上

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 23,111

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 19,873 通学費は、平成28年度支給実績無し

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 14,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 17,400 通学費は実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 13,100

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 17,500

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 55,580 ○ 18,000

○ 15,200 ○ 40,600 ○ 24,500 学用品費　　　第１学年　１２，９９０円　　その他の学年　１５，２２０円

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 20,470 ○ 19,355 支給平均額は、H２８の実績から算出している。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 11,281 ○ 41,701 通学費、修学旅行費の支給平均額はH２８年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,530

○ 14,555 ○ 40,600 ○ 20,000 新入学は１年のみ対象

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,286

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,000

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 2,570

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,900

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 22,400

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,300

○ 13,650 13,219 ○ 40,600 40,600 ○ 22,634 修学旅行費はＨ28実績より

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,900

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 27,280

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,190 新入学児童生徒学用品費、修学旅行費は、２９年度予算に計上した単価。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 浦幌町

北海道 陸別町

北海道 釧路町

北海道 厚岸町

北海道 浜中町

北海道 標茶町

北海道 弟子屈町

北海道 鶴居村

北海道 白糠町

北海道 別海町

北海道 中標津町

北海道 標津町

北海道 羅臼町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 18 17 159 159 0 1 1 0 16 16 16 162 161 1 29 29 1 3 3 3 2 1 4 140 140 0 26 26 26 7 6 3 86

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000 「修学旅行費」は29年度予算計上単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,500 「修学旅行費」：平成28年度実績

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 16,347

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,735

○ 11,440 ○ 40,600 ○ 27,400 27,400

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,490 21,299

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 17,400

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,400 実費支給の支給平均額は、Ｈ29予算計上平均単価とした。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 23,928

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,634

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,536

○ 11,420 ○ 20,470 ○ ○ 30,080 修学旅行費は29年度実績で支給額が多いものを記載。
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北海道 札幌市

北海道 函館市

北海道 小樽市

北海道 旭川市

北海道 室蘭市

北海道 釧路市

北海道 帯広市

北海道 北見市

北海道 夕張市

北海道 岩見沢市

北海道 網走市

北海道 留萌市

北海道 苫小牧市

北海道 稚内市

北海道 美唄市

北海道 芦別市

北海道 江別市

北海道 赤平市

北海道 紋別市

北海道 士別市

北海道 名寄市

北海道 三笠市

北海道 根室市

北海道 千歳市

北海道 滝川市

北海道 砂川市

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 17 17 159 158 0 2 2 0 16 16 16 160 159 0 30 30 1 3 3 3 2 1 4 138 138 0 26 26 26 7 6 3 73

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 32,425 ○ 61,853
・実費支給の費目は全て29年度予算に計上した単価による。
・新入学児童生徒学用品費等：小学６年生の２月時点で支給する。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 35,721 ○ 55,143 支給平均額は平成２８年度実績

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,082 ○ 69,719

○ 26,820 ○ 45,170 ○ 23,100 ○ 55,960

・実費についての支給平均額は平成２９年度予算に計上した単価である。
・通学用品費（第1学年含む），校外活動費（宿泊を伴わないもの）を含めて，学用品費等として支給して
いる。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 64,800 通学費については別事業（遠距離通学用予算）より支出しているため０

○ 26,820 ○ 23,550 ○ 23,447 ○ 66,000 49,390

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 5,960 ○ 57,970

・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）：学用品費に含めて支給
　１年：22,320円（学用品費）+2,270円（校外活動費（宿泊を伴わないもの））÷12≒2,045円×12=24,540
円
　２～６年：22,320円（学用品費）+2,230円（通学用品費）+2,270円（校外活動費（宿泊を伴わないもの））÷
12≒2,235円×12=26,820円
・通学費の平均支給額は平成28年度の実績額の平均額
・修学旅行費の平均支給額は予算単価
・学用品費：中２～３の割合　67.1％

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 55,401
・支給平均額は、平成29年度予算に計上した単価
・通学費は実績なし

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,590 57,590

○ 24,540 ○ 47,400 ○ 69,594 学用品費：１年生22,320円、その他学年24,540円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 56,619
・通学費については扶助費目としては存在するが現在該当となる児童はいない。
・各費目の平均支給額については平成28年度実績による。

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 164,160 ○ 57,290 学用品費　１年生：24,590円（32.5％）　他学年：26,820円（67.5％）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 166,920 ○ 65,000 通学費、修学旅行費は平成29年度予算に計上した単価。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 55,550

・平均支給額は、平成28年度実績による。
・学年ごとに金額が異なる費目は、下記のとおり。（　）内は、認定者数に対する対象者数の割合。
　学用品費　１年生　22,320円（約30％）、その他の学年　24,550円（約70％）

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590
・学用品費について中学校１年生は24,590円、中学校２年生から３年生は26,820円。
・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）を学用品費に含める。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 20,000 ○ 70,694

○ 17,780 ○ 47,400 ○ 70,196 ○ 57,500 57,500

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70,000 支給平均額については、２９年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 8,280 ○ 62,446

○ 24,550 23,806 ○ 47,400 47,400 ○ ○ 52,141
・修学旅行費は平成28年度実績で算出
・通学費・・・距離数×回数×２５円を支給

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 53,688

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 110,840 ○ 71,467

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 65,000 通学費：実績なし

○ 24,550 24,550 ○ 47,400 47,400 ○ 14,760 ○ 67,814
・通学費　Ｈ２８年度実績（３ヶ月ごとに３ヶ月定期代分を支給）
・修学旅行費　　Ｈ２８年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69,988 通学費：支給なし

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）
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①都道府県②市町村

北海道 深川市

北海道 歌志内市

北海道 富良野市

北海道 登別市

北海道 恵庭市

北海道 伊達市

北海道 北広島市

北海道 石狩市

北海道 北斗市

北海道 当別町

北海道 新篠津村

北海道 松前町

北海道 福島町

北海道 知内町

北海道 木古内町

北海道 七飯町

北海道 鹿部町

北海道 森町

北海道 八雲町

北海道 長万部町

北海道 江差町

北海道 上ノ国町

北海道 厚沢部町

北海道 乙部町

北海道 奥尻町

北海道 今金町

北海道 せたな町

北海道 島牧村

北海道 寿都町

北海道 黒松内町

北海道 蘭越町

北海道 ニセコ町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 17 17 159 158 0 2 2 0 16 16 16 160 159 0 30 30 1 3 3 3 2 1 4 138 138 0 26 26 26 7 6 3 73

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,095 ○ 42,660 ○ 0 ○ 65,000
・学用品費：２・３年生（全体の72.0％）
・通学費：平成28年度実績無し

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,000

○ 26,790 ○ 23,550 ○ 57,949 学用品費：2～6年生までの支給額　約72％

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 167,940 ○ 63,955

・通学用品費を２～６年生のみ学用品費にまとめて支給。
　１年生学用品費　22,320円
　２～３年生学用品費等　24,550円（うち通学用品費2,230円）
・通学費、修学旅行費は平成２８年度の実績額による。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70,355 支給平均額は、全て平成29年度予算に計上した単価額。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○
・通学費：自宅最寄バス停から学校までの定期代。H28年度実績およびH29年度執行見込み額はなし。
・修学旅行費：交通費、宿泊料、見学料、均一に負担すべき経費を実費支給

○ 12,900 ○ 47,400 ○ 67,000
・通学費は支給費目にしていない。
・学用品費、修学旅行費については29年度予算に計上した単価で記載。

○ 22,300 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 修学旅行費は、平成28年度実績を入力している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58,700

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69,400

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 70,679 通学費：支給対象費目ではあるが、支給実績がない。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 70,000
・支給平均額については平成29年度予算計上単価
・通学費については対象費目があるが、平成29年度において対象者がいないため0円で計上

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 53,500

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 60,033

○ 23,440 ○ 47,400

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58,267

○ 22,320 14,000 ○ 23,550 23,550 ○ 65,000 65,000 通学用品費については学用品費及び新入学用品費に含み支給

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54,536

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63,330

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 通学費は該当費用なし

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 73,500

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 67,500

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 55,700 55,700

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 24,590 ○ 47,400 ○ 70,000

○ 26,820 ○ 23,550 ○ 62,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 72,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60,898

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 56,670
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①都道府県②市町村

北海道 真狩村

北海道 留寿都村

北海道 喜茂別町

北海道 京極町

北海道 倶知安町

北海道 共和町

北海道 岩内町

北海道 泊村

北海道 神恵内村

北海道 積丹町

北海道 古平町

北海道 仁木町

北海道 余市町

北海道 赤井川村

北海道 南幌町

北海道 奈井江町

北海道 上砂川町

北海道 由仁町

北海道 長沼町

北海道 栗山町

北海道 月形町

北海道 浦臼町

北海道
新十津川
町

北海道 妹背牛町

北海道 秩父別町

北海道 雨竜町

北海道 北竜町

北海道 沼田町

北海道 鷹栖町

北海道 東神楽町

北海道 当麻町

北海道 比布町

北海道 愛別町

北海道 上川町

北海道 東川町

北海道 美瑛町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 17 17 159 158 0 2 2 0 16 16 16 160 159 0 30 30 1 3 3 3 2 1 4 138 138 0 26 26 26 7 6 3 73

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 73,887

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 0 ○ 80,000 通学費の29年度の執行見込額0円

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 61,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 68,000 修学旅行費は平成29年度実績額より平均額を算出

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 78,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 ○ 66,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 78,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 11,000 修学旅行費については全額扶助。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 84,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 72,500

○ 21,205 ○ 47,400 ○ 68,600 ○ 70,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63,210

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 74,000 学用品費、通学用品費を併せて「学用品費等」として支給（1年22,320円、2・3年24,550円）

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 63,000 通学費の支給実績なし

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 85,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64,300 ・中学校の新入学児童生徒学用品費等は、平成28年度から就学させる前年度中に支給している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 11,160 ○ 11,775 ○ 0 ○ 32,287 ２９年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 66,056

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64,000 ○ 70,300
・通学費は平成29年度予算計上単価
・修学旅行費は平成29年度実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 75,726

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 24,000 ○ 58,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 78,500

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 70,560

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 62,000
・修学旅行費：平成29年度予算
・上記以外：平成29年度執行見込み額

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 36,000 36,000 ○ 49,920

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,375 修学旅行費は前年度決算額。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 65,000

○ 51,920 ○ 47,400 ○ 57,590 56,500 クラブ活動費は、学用品費に含め、全就学援助児童へ支給

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 50,000 学用品費・通学用品費は併せて定額22.320(中１）　24.550円（中２～３）



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道
上富良野
町

北海道
中富良野
町

北海道
南富良野
町

北海道 占冠村

北海道 和寒町

北海道 剣淵町

北海道 下川町

北海道 美深町

北海道
音威子府
村

北海道 中川町

北海道 幌加内町

北海道 増毛町

北海道 小平町

北海道 苫前町

北海道 羽幌町

北海道 初山別村

北海道 遠別町

北海道 天塩町

北海道 猿払村

北海道 浜頓別町

北海道 中頓別町

北海道 枝幸町

北海道 豊富町

北海道 礼文町

北海道 利尻町

北海道
利尻富士
町

北海道 幌延町

北海道 美幌町

北海道 津別町

北海道 斜里町

北海道 清里町

北海道 小清水町

北海道 訓子府町

北海道 置戸町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 17 17 159 158 0 2 2 0 16 16 16 160 159 0 30 30 1 3 3 3 2 1 4 138 138 0 26 26 26 7 6 3 73

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 52,500

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,950 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 57,000
・通学用品費を学用品費と併せて支給。
・修学旅行費：対象者なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64,000

○ 10,025 ○ 23,550 23,550 ○ 65,500 通学費については支給実績なし。

○ 22,320 ○ 65,094
・28年度の実績額により記入
・通学費の支給実績無し

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,290 44,824

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 62,000

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 65,500 通学費については、支給実績なし。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ ○ 72,600 通学費はスクールバス対応

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58,000 ・支給平均額は支給生徒数が多い中学校の金額で表記している

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 26,820 26,263 ○ 47,400 47,400 ○ ○ 57,590
・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）を学用品費に合算し支給。
・通学費は、全生徒を対象にバス通学生に定期券及び回数券を支給。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 69,800 支給平均額の算定は、平成28年度の実績額。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 28,420 ○ 47,400 ○ 60,000

○ 26,790 ○ 23,550

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 61,250

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 47,400

〇 26,790 ○ 23,550 ○ 修学旅行費　　　　２年生に支給　個人負担額の１／３

○ 23,870 ○ 22,900 ○

・学用品費　1年生→21,700円　2～6年生→23,870円
 平成30年度　総受給者7名中2～3年生5名→割合約71％
・修学旅行費　へき地児童手当援助費補助金で措置

○ 23,320 23,320 ○ 23,550 23,550 ○ 64,253 平均支給額は平成２８年度実績記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 56,670 修学旅行費：29年度予算に計上した単価

○ 22,320 20,832 ○ 47,400 23,550 ○ ○ 58,854
・単価はH29年度執行見込み額、支給平均額はH28実績
・通学費は、津別町遠距離通学児童生徒に対する通学費補助要綱に規定した金額または現物支給

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 54,000

・「通学用品費」は「学用品費」の中に含まれている。
・「通学費」は「遠距離通学対策事業」にて対象生徒へ援助を行っているため、「就学援助制度」としての
支給は行っていない。

○ 12,200 ○ 21,576 ○ 64,200 通学費＝遠距離通学生徒に通学交通費を補助＋スクールバスも対応

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 修学旅行費：平成２９年度予算計上単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 62,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 60,000



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 佐呂間町

北海道 遠軽町

北海道 湧別町

北海道 滝上町

北海道 興部町

北海道 西興部村

北海道 雄武町

北海道 大空町

北海道 豊浦町

北海道 壮瞥町

北海道 白老町

北海道 厚真町

北海道 洞爺湖町

北海道 安平町

北海道 むかわ町

北海道 日高町

北海道 平取町

北海道 新冠町

北海道 浦河町

北海道 様似町

北海道 えりも町

北海道
新ひだか
町

北海道 音更町

北海道 士幌町

北海道 上士幌町

北海道 鹿追町

北海道 新得町

北海道 清水町

北海道 芽室町

北海道 中札内村

北海道 更別村

北海道 大樹町

北海道 広尾町

北海道 幕別町

北海道 池田町

北海道 豊頃町

北海道 本別町

北海道 足寄町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 17 17 159 158 0 2 2 0 16 16 16 160 159 0 30 30 1 3 3 3 2 1 4 138 138 0 26 26 26 7 6 3 73

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59,500

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,424
通学費は湧別町通学費補助要綱により学校から２ｋｍ以上の生徒に対し全額補助しているため、対象費
目としていない。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 58,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64,390 実績なし

○ 11,488 ○ 23,550

○ 22,320 14,594 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 平均支給額は平成２８年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54,977 支給平均額については、平成２８年度実績により記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69,400

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60,000

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 69,000
・修学旅行費：平成29年度予算計上単価
・（上限額の）支給平均額は、平成29年度予算計上単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 68,966

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69,000 実費分の平均支給額については、29年度予算額で計上

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 65,000 ・学用品費：２年生基準（全体の約50%）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 61,685 通学費は、平成28年度支給実績無し

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 108,200

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 72,360

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60,900 ○ 66,000

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 68,000 学用品費　　　第１学年　 ２５，５９０円　　その他の学年　２６，８２０円

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 23,550 ○ 68,722 支給平均額は、H２８の実績から算出している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 62,986
・通学費、修学旅行費の支給平均額はH28年度実績。
・通学費についてH28年度は対象生徒がいなかったため実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 67,000

○ 26,141 ○ 47,400 ○ 62,400 ・新入学は１年生のみ対象

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,602

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,000

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 6,250

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,300

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 64,250

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59,000

○ 24,550 23,808 ○ 47,400 47,400 ○ 67,708

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64,350

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,051

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 65,000 新入学児童生徒学用品費、修学旅行費は、２９年度予算に計上した単価。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 56,870



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 浦幌町

北海道 陸別町

北海道 釧路町

北海道 厚岸町

北海道 浜中町

北海道 標茶町

北海道 弟子屈町

北海道 鶴居村

北海道 白糠町

北海道 別海町

北海道 中標津町

北海道 標津町

北海道 羅臼町

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 17 17 17 159 158 0 2 2 0 16 16 16 160 159 0 30 30 1 3 3 3 2 1 4 138 138 0 26 26 26 7 6 3 73

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65,000 「修学旅行費」は29年度予算計上単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,700 「修学旅行費」：平成28年度実績

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 49,537

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70,134

○ 22,360 ○ 47,400 ○ 69,600 69,600

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 57,590 55,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,250

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 46,750 実費支給の支給平均額は、Ｈ29予算計上平均単価とした。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 61,714

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59,075

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 61,695

○ 22,320 ○ 23,550 ○ ○ 57,590 修学旅行費は29年度予算額を記載。
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北海道 札幌市

北海道 函館市

北海道 小樽市

北海道 旭川市

北海道 室蘭市

北海道 釧路市

北海道 帯広市

北海道 北見市

北海道 夕張市

北海道 岩見沢市

北海道 網走市

北海道 留萌市

北海道 苫小牧市

北海道 稚内市

北海道 美唄市

北海道 芦別市

北海道 江別市

北海道 赤平市

北海道 紋別市

北海道 士別市

北海道 名寄市

北海道 三笠市

北海道 根室市

北海道 千歳市

北海道 滝川市

北海道 砂川市

①都道府県②市町村

自由記載欄

166 13 5 13

○

○

○

○

○
制服リサイクルを行っている学校もあり、また、制服購入費について周知を行い、購入できる
ように促している。

○
Ⅰ６．（３）の補足について
修学旅行費及び給食費については、学校長口座に支払のため支給日の設定をしていないので、回答対象から外している。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 平成29年度入学者にかかる新入学用品費を入学前の支給（3月支給）とすることで、保護者の負担軽減を図っている。

○

○

○

○

○

○

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 深川市

北海道 歌志内市

北海道 富良野市

北海道 登別市

北海道 恵庭市

北海道 伊達市

北海道 北広島市

北海道 石狩市

北海道 北斗市

北海道 当別町

北海道 新篠津村

北海道 松前町

北海道 福島町

北海道 知内町

北海道 木古内町

北海道 七飯町

北海道 鹿部町

北海道 森町

北海道 八雲町

北海道 長万部町

北海道 江差町

北海道 上ノ国町

北海道 厚沢部町

北海道 乙部町

北海道 奥尻町

北海道 今金町

北海道 せたな町

北海道 島牧村

北海道 寿都町

北海道 黒松内町

北海道 蘭越町

北海道 ニセコ町

自由記載欄

166 13 5 13

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 希望する児童へ、スキー用具のリサイクル

○

○

○
・高校生までの医療費負担
・宿泊研修事業等の補助金交付(小・中学校)

○ 毎年１月に保護者あての文書を学校へ送付（別添参照）し、周知徹底している。

○

○

○

○ 学校、教育委員会とも相談しやすい体制を取っている（町保健師との連携等）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 真狩村

北海道 留寿都村

北海道 喜茂別町

北海道 京極町

北海道 倶知安町

北海道 共和町

北海道 岩内町

北海道 泊村

北海道 神恵内村

北海道 積丹町

北海道 古平町

北海道 仁木町

北海道 余市町

北海道 赤井川村

北海道 南幌町

北海道 奈井江町

北海道 上砂川町

北海道 由仁町

北海道 長沼町

北海道 栗山町

北海道 月形町

北海道 浦臼町

北海道
新十津川
町

北海道 妹背牛町

北海道 秩父別町

北海道 雨竜町

北海道 北竜町

北海道 沼田町

北海道 鷹栖町

北海道 東神楽町

北海道 当麻町

北海道 比布町

北海道 愛別町

北海道 上川町

北海道 東川町

北海道 美瑛町

自由記載欄

166 13 5 13

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 希望する生徒への制服リサイクル

○

○

○

○

○

○

○

○ 認定の際に、地域の民生委員の意見聴取を行い、生活実態の把握に努めている

○

○

○

・小・中学生に対する医療費助成
・小・中学生修学旅行費全額助成
・高校生就学経費助成（一人あたり一律５０，０００円/年）

○ 本制度を有効活用していただくために、町内無線放送、広報紙、学校から生徒への配付等で周知。

○

○

○ 中学校入学時に指定ジャージセット（上下、短パン）を支給
・小学生　漢字検定5級、中学生　漢字検定3級・英語検定3級の検定料助成
・中学生まで医療費無料

○ 新１年生に対して、町が学用品やジャージ・制服を年度初めに支給している。



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道
上富良野
町

北海道
中富良野
町

北海道
南富良野
町

北海道 占冠村

北海道 和寒町

北海道 剣淵町

北海道 下川町

北海道 美深町

北海道
音威子府
村

北海道 中川町

北海道 幌加内町

北海道 増毛町

北海道 小平町

北海道 苫前町

北海道 羽幌町

北海道 初山別村

北海道 遠別町

北海道 天塩町

北海道 猿払村

北海道 浜頓別町

北海道 中頓別町

北海道 枝幸町

北海道 豊富町

北海道 礼文町

北海道 利尻町

北海道
利尻富士
町

北海道 幌延町

北海道 美幌町

北海道 津別町

北海道 斜里町

北海道 清里町

北海道 小清水町

北海道 訓子府町

北海道 置戸町

自由記載欄

166 13 5 13

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 補助教材購入補助

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 佐呂間町

北海道 遠軽町

北海道 湧別町

北海道 滝上町

北海道 興部町

北海道 西興部村

北海道 雄武町

北海道 大空町

北海道 豊浦町

北海道 壮瞥町

北海道 白老町

北海道 厚真町

北海道 洞爺湖町

北海道 安平町

北海道 むかわ町

北海道 日高町

北海道 平取町

北海道 新冠町

北海道 浦河町

北海道 様似町

北海道 えりも町

北海道
新ひだか
町

北海道 音更町

北海道 士幌町

北海道 上士幌町

北海道 鹿追町

北海道 新得町

北海道 清水町

北海道 芽室町

北海道 中札内村

北海道 更別村

北海道 大樹町

北海道 広尾町

北海道 幕別町

北海道 池田町

北海道 豊頃町

北海道 本別町

北海道 足寄町

自由記載欄

166 13 5 13

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 中学校修学旅行費支援事業、中学生までの医療費無料

○

○

○

○



該当団体数179

①都道府県②市町村

北海道 浦幌町

北海道 陸別町

北海道 釧路町

北海道 厚岸町

北海道 浜中町

北海道 標茶町

北海道 弟子屈町

北海道 鶴居村

北海道 白糠町

北海道 別海町

北海道 中標津町

北海道 標津町

北海道 羅臼町

自由記載欄

166 13 5 13

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

○

○

○

○

○

○

○ 父母負担軽減するため、１人あたり2,100円を扶助している

○

○

○

○ 保護者が学校に納める教材費等について、保護者負担軽減を行っている。

○

○


